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東濃西部広域ごみ焼却施設の整備について

１．経緯
東濃西部広域ごみ焼却施設の整備については、令和６年５月に多治見市・土岐市及び瑞浪市の３市で広域化に関する協定が締結され、協議が進められてきた。
令和６年度には、東濃西部広域行政事務組合において「東濃西部広域ごみ焼却施設整備に係る基本構想中間報告書」が策定された。
令和７年度には、この報告書を受け、３市で設立した、東濃西部広域ごみ焼却施設整備等協議会（多治見市、土岐市及び瑞浪市の市長、財政担当部長及び廃棄物担当部長により構成。）において「東濃西部広域ごみ焼却施設整備に係る基本構想」の策定に係る協議を進めている。
また、同基本構想の策定にあたり、「多治見市高田町地内」を建設候補地として選定することについて、協議会より、東濃西部広域ごみ焼却施設整備等審議会（３市の住民代表、市議会代表、学識経験者により構成。）に諮問され、審議の結果が令和８年３月１６日に答申される予定となっている。

２．今後のスケジュール
令和８年度に、「東濃西部広域ごみ焼却施設整備に係る基本構想」の策定に係る協議を継続して進める。また、施設の建設にあたり、循環型社会形成推進交付金の交付を受けるため、「循環型社会形成推進地域計画」の策定について、検討を行う。



